
議第 １ 号 

 

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

  教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 

 教育職員免許状に関する規則（昭和 30 年４月県教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第１項の表第１項提出すべき書類の欄中第７項を次のように改める。 

７ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第１の２項提出すべき書類の欄中第４項を次のように改める。 

４ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第２項提出すべき書類の欄中第５項を次のように改める。 

５ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第３項提出すべき書類の欄中第８項を次のように改める。 

８ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第４項提出すべき書類の欄中第９項を次のように改める。 

９ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第６項提出すべき書類の欄中第５項を次のように改める。 

５ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第７項提出すべき書類の欄中第９項を次のように改める。 

９ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第 10 項提出すべき書類の欄中第５項を次のように改める。 

５ 戸籍抄本 

 第３条第１項の表第 11 項提出すべき書類の欄中第８項を次のように改める。 

８ 戸籍抄本 

 第３条第２項第２号中「身元証明書」を「戸籍抄本」に改める。 

 別記様式第１号、第５号、第 12 号及び第 16号中「第７号」を「第６号」に、 

 

 

 

 

議1－1



「(3) 成年被後見人又は被保佐人 

 (4) 禁錮以上の刑に処せられた者 

 (5) 第 10 条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効

力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者 

 (6) 第 11 条第１項から第３号までの規定により免許状取上げの処分を受け、

当該処分の日から３年を経過しない者 

 (7) 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した者                         」 

を 

 

「(3) 禁錮以上の刑に処せられた者 

 (4) 第 10 条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効

力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者 

 (5) 第 11 条第１項から第３号までの規定により免許状取上げの処分を受け、

当該処分の日から３年を経過しない者 

 (6) 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した者                         」 

に 

改める。 

附 則 

１ この規則は、令和元年12月14日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙について

は、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。 

 

提 案 理 由 

教育職員免許法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため提案するものである。 

 

   令和元年11月27日提出 

 

山形県教育委員会         

教育長 菅 間 裕 晃    
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教
育

職
員

免
許

状
に

関
す

る
規

則
新

旧
対

照
表

 

現
 

 
 

行
 

改
 

正
 

案
 

（
免

許
状

の
授

与
、

検
定

、
交

付
又

は
書

換
え

等
の

出
願

）
 

（
免

許
状

の
授

与
、

検
定

、
交

付
又

は
書

換
え

等
の

出
願

）
 

第
３

条
 

免
許

法
、

免
許

法
施

行
規

則
、

施
行

法
及

び
施

行
法

施
行

規
則

の
規

定
（

免

許
法

第
５

条
第

１
項

の
規

定
に

あ
つ

て
は

、
小

学
校

及
び

中
学

校
の

教
諭

の
普

通
免

許

状
授

与
に

係
る

教
育

職
員

免
許

法
の

特
例

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

９
年

法
律

第
9
0

号
）
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

よ
り

教
育

職
員

免
許

状
の

授
与

、
検

定
、

交
付

又
は

書
換

え
等

を
願

い
出

る

者
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
出

願
の

種
別

に
応

じ
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
右

欄
に

掲
げ

る
書

類
を

授
与

権
者

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
３

条
 

免
許

法
、

免
許

法
施

行
規

則
、

施
行

法
及

び
施

行
法

施
行

規
則

の
規

定
（

免

許
法

第
５

条
第

１
項

の
規

定
に

あ
つ

て
は

、
小

学
校

及
び

中
学

校
の

教
諭

の
普

通
免

許

状
授

与
に

係
る

教
育

職
員

免
許

法
の

特
例

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

９
年

法
律

第
9
0

号
）
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

よ
り

教
育

職
員

免
許

状
の

授
与

、
検

定
、

交
付

又
は

書
換

え
等

を
願

い
出

る

者
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
出

願
の

種
別

に
応

じ
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
右

欄
に

掲
げ

る
書

類
を

授
与

権
者

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
出

願
の

種
別

 
提

出
す

べ
き

書
類

 
 
 

出
願

の
種

別
 

提
出

す
べ

き
書

類
 

 

 
区

分
 

根
拠

規
定

 
 
 

区
分

 
根

拠
規

定
 

 

 
１

 
大

学
又

は

教
員

養
成

機
関

の
卒

業
又

は
修

了
に

よ
る

普
通

免
許

状
若

し
く

は
特

別
支

援
学

校
の

自
立

教
科

の
教

員
の

普
通

免
許

状
の

授
与

の
出

願
又

は
特

別
支

援
学

校
の

教
員

の
普

通
免

許
状

へ
の

新
教

育
領

域
の

追
加

の
出

願
 

・
免

許
法

第
５

条
第

１
項

及
び

第
２

項
 

・
免

許
法

第
５

条
の

２
第

３
項

 

・
免

許
法

附
則

第
８

項
 

・
免

許
法

附
則

第
1
1

項
 

・
改

正
法

附
則

第
1
0

項
 

・
免

許
法

施
行

規
則

第
6
4
条

第
１

項
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

（
別

記
様

式

第
１

号
。

以
下

同
じ

。
）

 

 
 
１

 
大

学
又

は

教
員

養
成

機
関

の
卒

業
又

は
修

了
に

よ
る

普
通

免
許

状
若

し
く

は
特

別
支

援
学

校
の

自
立

教
科

の
教

員
の

普
通

免
許

状
の

授
与

の
出

願
又

は
特

別
支

援
学

校
の

教
員

の
普

通
免

許
状

へ
の

新
教

育
領

域
の

追
加

の
出

願
 

   

・
免

許
法

第
５

条
第

１
項

及
び

第
２

項
 

・
免

許
法

第
５

条
の

２
第

３
項

 

・
免

許
法

附
則

第
８

項
 

・
免

許
法

附
則

第
1
1

項
 

・
改

正
法

附
則

第
1
0

項
 

・
免

許
法

施
行

規
則

第
6
4
条

第
１

項
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

（
別

記
様

式

第
１

号
。

以
下

同
じ

。
）

 

 

 
２

 
学

校
又

は
教

育
機

関
の

卒
業

又
は

修
了

証
明

書
（

学
士

、
修

士
若

し
く

は
短

期
大

学

士
の

学
位

又
は

準
学

士
の

称
号

を
出

願
の

要

件
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
学

位
等

が

明
記

さ
れ

て
い

る
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

）
  
 

２
 

学
校

又
は

教
育

機
関

の
卒

業
又

は
修

了

証
明

書
（

学
士

、
修

士
若

し
く

は
短

期
大

学

士
の

学
位

又
は

準
学

士
の

称
号

を
出

願
の

要

件
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
学

位
等

が

明
記

さ
れ

て
い

る
証

明
書

で
あ

る
こ

と
。

）
  

 
３

 
有

す
る

こ
と

を
必

要
と

す
る

免
許

状
又

は
免

許
証

と
そ

の
写

し
（

必
要

あ
る

者
に

限

る
。

）
 

４
 

学
力

に
関

す
る

証
明

書
 

５
 

履
歴

書
（

別
記

様
式

第
２

号
。

以
下

同

じ
。

）
 

６
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。
別

記
様

式
第

３
号

。
以

下
同

じ
。
）

７
 

身
元

証
明

書
（

市
町

村
長

の
発

行
す

る

も
の

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）

 

８
 

小
学

校
及

び
中

学
校

の
教

諭
の

普
通

免

 
 

３
 

有
す

る
こ

と
を

必
要

と
す

る
免

許
状

又

は
免

許
証

と
そ

の
写

し
（

必
要

あ
る

者
に

限

る
。

）
 

４
 

学
力

に
関

す
る

証
明

書
 

５
 

履
歴

書
（

別
記

様
式

第
２

号
。

以
下

同

じ
。

）
 

６
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。
別

記
様

式
第

３
号

。
以

下
同

じ
。
）

７
 

戸
籍

抄
本

 

 ８
 

小
学

校
及

び
中

学
校

の
教

諭
の

普
通

免
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許
状

授
与

に
係

る
教

育
職

員
免

許
法

の
特

例

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

平
成

９
年

文

部
省

令
第

4
0
号

）
第

４
条

第
１

項
の

介
護

等

の
体

験
に

関
す

る
証

明
書

（
必

要
あ

る
者

に

限
る

。
）

 

  

許
状

授
与

に
係

る
教

育
職

員
免

許
法

の
特

例

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

平
成

９
年

文

部
省

令
第

4
0
号

）
第

４
条

第
１

項
の

介
護

等

の
体

験
に

関
す

る
証

明
書

（
必

要
あ

る
者

に

限
る

。
）

 

 
 

９
 

免
許

状
更

新
講

習
修

了
証

明
書

又
は

免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 
 

 
９

 
免

許
状

更
新

講
習

修
了

証
明

書
又

は
免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 

 
１

の
２

 
教

員

資
格

認
定

試
験

合
格

に
よ

る
普

通
免

許
状

の
授

与
の

出
願

 

・
免

許
法

第
1
6
条

の

２
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

 
 
 
１

の
２

 
教

員

資
格

認
定

試
験

合
格

に
よ

る
普

通
免

許
状

の
授

与
の

出
願

 

・
免

許
法

第
1
6
条

の

２
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

 
 

 
２

 
教

員
資

格
認

定
試

験
の

合
格

証
明

書
 

 
 

２
 

教
員

資
格

認
定

試
験

の
合

格
証

明
書

 
 

 
 

３
 

履
歴

書
 

 
 

 
３

 
履

歴
書

 
 

 
 

４
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
４

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
 

５
 

免
許

状
更

新
講

習
修

了
証

明
書

又
は

免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 
 

 
５

 
免

許
状

更
新

講
習

修
了

証
明

書
又

は
免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 

 
２

 
技

術
の

教

科
に

つ
い

て
の

中
学

校
教

諭
二

種
免

許
状

授
与

の
出

願
 

・
昭

和
3
6
年

改
正

法

附
則

第
６

項
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

 
 
 
２

 
技

術
の

教

科
に

つ
い

て
の

中
学

校
教

諭
二

種
免

許
状

授
与

の
出

願
 

・
昭

和
3
6
年

改
正

法

附
則

第
６

項
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

 
 

 
２

 
昭

和
3
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
取

得
し

た

図
画

工
作

又
は

職
業

の
教

科
に

つ
い

て
の

中

学
校

教
諭

普
通

免
許

状
と

そ
の

写
し

 

 
 

２
 

昭
和

3
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
取

得
し

た

図
画

工
作

又
は

職
業

の
教

科
に

つ
い

て
の

中

学
校

教
諭

普
通

免
許

状
と

そ
の

写
し

 

 

 
 

３
 

昭
和

3
4
年

４
月

１
日

か
ら

昭
和

3
7
年

３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

文
部

省
の

計
画

に
基

づ
き

都
道

府
県

が
実

施
し

た
技

術
・

家

庭
科

に
つ

い
て

の
中

学
校

教
育

課
程

研
究

協

議
会

又
は

文
部

大
臣

が
こ

れ
に

相
当

す
る

と

認
め

た
講

習
の

修
了

証
と

そ
の

写
 

 
 

 
３

 
昭

和
3
4
年

４
月

１
日

か
ら

昭
和

3
7
年

３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

文
部

省
の

計
画

に
基

づ
き

都
道

府
県

が
実

施
し

た
技

術
・

家

庭
科

に
つ

い
て

の
中

学
校

教
育

課
程

研
究

協

議
会

又
は

文
部

大
臣

が
こ

れ
に

相
当

す
る

と

認
め

た
講

習
の

修
了

証
と

そ
の

写
 

 

 
 

４
 

履
歴

書
 

 
 

 
４

 
履

歴
書

 
 

 
 

５
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
５

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
３

 
現

職
教

育

等
に

よ
る

普
通

免
許

状
又

は
特

・
免

許
法

第
６

条
第

１
項

及
び

第
４

項
 

・
免

許
法

附
則

第
５

１
 

教
育

職
員

検
定

願
（

別
記

様
式

第
５

号
。

以
下

同
じ

。
）

 

 
 
３

 
現

職
教

育

等
に

よ
る

普
通

免
許

状
又

は
特

・
免

許
法

第
６

条
第

１
項

及
び

第
４

項
 

・
免

許
法

附
則

第
５

１
 

教
育

職
員

検
定

願
（

別
記

様
式

第
５

号
。

以
下

同
じ

。
）

 

 

 
２

 
基

礎
と

な
る

又
は

有
す

る
こ

と
を

必
要

 
 

２
 

基
礎

と
な

る
又

は
有

す
る

こ
と

を
必

要
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別
支

援
学

校
の

自
立

教
科

の
教

員
の

普
通

免
許

状
の

教
育

職
員

検
定

の
出

願
 

項
 

・
免

許
法

附
則

第
９

項
 

・
免

許
法

附
則

第
1
7

項
 

・
免

許
法

施
行

規
則

第
6
4
条

第
２

項
 

と
す

る
免

許
状

と
そ

の
写

し
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

別
支

援
学

校
の

自
立

教
科

の
教

員
の

普
通

免
許

状
の

教
育

職
員

検
定

の
出

願
 

項
 

・
免

許
法

附
則

第
９

項
 

・
免

許
法

附
則

第
1
7

項
 

・
免

許
法

施
行

規
則

第
6
4
条

第
２

項
 

と
す

る
免

許
状

と
そ

の
写

し
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 
３

 
履

歴
書

 
 
 

３
 

履
歴

書
 

 

 
４

 
実

務
に

関
す

る
証

明
書

 
 
 

４
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
 

 

 
５

 
人

物
に

関
す

る
証

明
書

（
別

記
様

式
第

６
号

。
以

下
同

じ
。

）
 

 
 

５
 

人
物

に
関

す
る

証
明

書
（

別
記

様
式

第

６
号

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

 
６

 
学

力
に

関
す

る
証

明
書

（
必

要
あ

る
者

に
限

る
。

）
 

 
 

６
 

学
力

に
関

す
る

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 

 
７

 
身

体
に

関
す

る
証

明
書

（
別

記
様

式
第

1
0
号

。
以

下
同

じ
。

）
 

 
 

７
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
（

別
記

様
式

第

1
0
号

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

 
８

 
身

元
証

明
書

 
 
 

８
 

戸
籍

抄
本

 
 

 
 

９
 

免
許

状
更

新
講

習
修

了
証

明
書

又
は

免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 
 

 
９

 
免

許
状

更
新

講
習

修
了

証
明

書
又

は
免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 

 
４

 
外

国
に

お

い
て

授
与

さ
れ

た
免

許
状

を
有

す
る

者
等

の
教

育
職

員
検

定
の

出
願

 

・
免

許
法

第
1
8
条

 
１

 
教

育
職

員
検

定
願

 
 
 
４

 
外

国
に

お

い
て

授
与

さ
れ

た
免

許
状

を
有

す
る

者
等

の
教

育
職

員
検

定
の

出
願

 

・
免

許
法

第
1
8
条

 
１

 
教

育
職

員
検

定
願

 
 

 
２

 
有

す
る

免
許

状
と

そ
の

写
し

又
は

免
許

状
授

与
証

明
書

 

 
 

２
 

有
す

る
免

許
状

と
そ

の
写

し
又

は
免

許

状
授

与
証

明
書

 

 

 
 

３
 

学
校

の
卒

業
又

は
修

了
証

明
書

 
 
 

 
３

 
学

校
の

卒
業

又
は

修
了

証
明

書
 

 

 
 

４
 

学
業

成
績

証
明

書
 

 
 

 
４

 
学

業
成

績
証

明
書

 
 

 
 

５
 

履
歴

書
 

 
 

 
５

 
履

歴
書

 
 

 
 

６
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
６

 
実

務
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
 

７
 

人
物

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
７

 
人

物
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
 

８
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
８

 
身

体
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
 

９
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
９

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
５

 
免

許
教

科

以
外

の
教

科
を

担
任

す
る

こ
と

の
許

可
申

請
 

・
免

許
法

附
則

第
２

項
 

免
許

教
科

以
外

の
教

科
を

担
任

す
る

こ
と

の

許
可

申
請

書
（

別
記

様
式

第
1
1
号

）
 

 
 
５

 
免

許
教

科

以
外

の
教

科
を

担
任

す
る

こ
と

の
許

可
申

請
 

 

・
免

許
法

附
則

第
２

項
 

免
許

教
科

以
外

の
教

科
を

担
任

す
る

こ
と

の

許
可

申
請

書
（

別
記

様
式

第
1
1
号

）
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６

 
特

別
免

許

状
に

係
る

教
育

職
員

検
定

の
出

願
 

・
免

許
法

第
５

条
第

３
項

 

１
 

特
別

免
許

状
検

定
願

（
別

記
様

式
第

1
2

号
）

 

 
 
６

 
特

別
免

許

状
に

係
る

教
育

職
員

検
定

の
出

願
 

・
免

許
法

第
５

条
第

３
項

 

１
 

特
別

免
許

状
検

定
願

（
別

記
様

式
第

1
2

号
）

 

 

 
２

 
推

薦
書

（
別

記
様

式
第

1
2
号

の
２

）
 

 
 

２
 

推
薦

書
（

別
記

様
式

第
1
2
号

の
２

）
 

 

 
 

３
 

履
歴

書
 

 
 

 
３

 
履

歴
書

 
 

 
 

４
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
４

 
身

体
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
 

５
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
５

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
７

 
臨

時
免

許

状
の

教
育

職
員

検
定

又
は

特
別

支
援

学
校

の
教

員
の

臨
時

免
許

状
へ

の
新

教
育

領
域

の
追

加
の

出
願

 

・
免

許
法

第
５

条
第

６
項

 

・
免

許
法

第
５

条
の

２
第

３
項

 

・
免

許
法

附
則

第
７

項
 

・
免

許
法

施
行

規
則

第
6
5
条

 

・
施

行
法

第
２

条
第

１
項

 

１
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 
 
７

 
臨

時
免

許

状
の

教
育

職
員

検
定

又
は

特
別

支
援

学
校

の
教

員
の

臨
時

免
許

状
へ

の
新

教
育

領
域

の
追

加
の

出
願

 

・
免

許
法

第
５

条
第

６
項

 

・
免

許
法

第
５

条
の

２
第

３
項

 

・
免

許
法

附
則

第
７

項
 

・
免

許
法

施
行

規
則

第
6
5
条

 

・
施

行
法

第
２

条
第

１
項

 

１
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 

 
２

 
学

校
の

卒
業

又
は

修
了

証
明

書
 

 
 

２
 

学
校

の
卒

業
又

は
修

了
証

明
書

 
 

 
３

 
学

業
成

績
証

明
書

 
 
 

３
 

学
業

成
績

証
明

書
 

 

 
４

 
有

す
る

こ
と

を
必

要
と

す
る

免
許

証
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る
者

に
限

る
。

）
 

 
 

４
 

有
す

る
こ

と
を

必
要

と
す

る
免

許
証

と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る
者

に
限

る
。

）
 

 

 
５

 
履

歴
書

 
 
 

５
 

履
歴

書
 

 

 
６

 
実

務
に

関
す

る
証

明
書

 
 
 

６
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
 

 

 
７

 
人

物
に

関
す

る
証

明
書

 
 
 

７
 

人
物

に
関

す
る

証
明

書
 

 

 
８

 
身

体
に

関
す

る
証

明
書

 
 
 

８
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

 

 
 

９
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
９

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
 

1
0
 

技
能

等
に

関
す

る
証

明
書

（
必

要
あ

る

者
に

限
る

。
）

 

 
 

 
1
0
 

技
能

等
に

関
す

る
証

明
書

（
必

要
あ

る

者
に

限
る

。
）

 

 

 
 

1
1
 

助
教

諭
採

用
に

関
す

る
理

由
書

（
市

町

村
立

学
校

に
あ

つ
て

は
、

当
該

学
校

を
所

管

す
る

教
育

委
員

会
、

そ
の

他
の

学
校

に
あ

つ

て
は

当
該

学
校

長
の

発
行

す
る

も
の

と
す

る
。

別
記

様
式

第
1
3
号

。
以

下
同

じ
。

）
 

 
 

 
1
1
 

助
教

諭
採

用
に

関
す

る
理

由
書

（
市

町

村
立

学
校

に
あ

つ
て

は
、

当
該

学
校

を
所

管

す
る

教
育

委
員

会
、

そ
の

他
の

学
校

に
あ

つ

て
は

当
該

学
校

長
の

発
行

す
る

も
の

と
す

る
。

別
記

様
式

第
1
3
号

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

 
７

の
２

 
第

1
0

条
に

よ
る

臨
時

免
許

状
又

は
臨

時
免

許
状

の
更

新
の

出
願

 

 
(
１

)
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 
 
７

の
２

 
第

1
0

条
に

よ
る

臨
時

免
許

状
又

は
臨

時
免

許
状

の
更

新
の

出
願

 

 
(
１

)
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 

 
 

(
２

)
 

有
す

る
こ

と
を

必
要

と
す

る
免

許
状

と
そ

の
写

し
 

 
 

 
(
２

)
 

有
す

る
こ

と
を

必
要

と
す

る
免

許
状

と
そ

の
写

し
 

 

 
 

(
３

)
 

履
歴

書
 

 
 

 
(
３

)
 

履
歴

書
 

 

 
(
４

)
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
(
４

)
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
 

 

 
 

(
５

)
 

人
物

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
(
５

)
 

人
物

に
関

す
る

証
明

書
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(
６

)
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
(
６

)
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

 

 
 

(
７

)
 

助
教

諭
採

用
に

関
す

る
理

由
書

 
 
 

 
(
７

)
 

助
教

諭
採

用
に

関
す

る
理

由
書

 
 

 
８

 
教

育
職

員

免
許

状
書

換
え

の
出

願
 

・
免

許
法

第
1
5
条

 
１

 
教

育
職

員
免

許
状

書
換

願
（

別
記

様
式

第
1
4
号

）
 

 
 
８

 
教

育
職

員

免
許

状
書

換
え

の
出

願
 

・
免

許
法

第
1
5
条

 
１

 
教

育
職

員
免

許
状

書
換

願
（

別
記

様
式

第
1
4
号

）
 

 

 
 

２
 

戸
籍

抄
本

 
 
 

 
２

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
 

３
 

書
き

換
え

よ
う

と
す

る
免

許
状

 
 
 

 
３

 
書

き
換

え
よ

う
と

す
る

免
許

状
 

 

 
９

 
教

育
職

員

免
許

状
再

交
付

の
出

願
 

・
免

許
法

第
1
5
条

 
１

 
教

育
職

員
免

許
状

再
交

付
願

（
別

記
様

式
第

1
5
号

）
 

 
 
９

 
教

育
職

員

免
許

状
再

交
付

の
出

願
 

・
免

許
法

第
1
5
条

 
１

 
教

育
職

員
免

許
状

再
交

付
願

（
別

記
様

式
第

1
5
号

）
 

 

 
 

２
 

破
損

の
理

由
に

よ
る

場
合

は
そ

の
免

許

状
 

 
 

 
２

 
破

損
の

理
由

に
よ

る
場

合
は

そ
の

免
許

状
 

 

 
1
0
 

旧
令

に
よ

る
教

育
免

許
状

を
有

す
る

者
の

免
許

状
交

付
の

出
願

 

・
施

行
法

第
１

条
第

３
項

 

・
施

行
法

施
行

規
則

附
則

第
４

項
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
交

付
願

（
別

記
様

式

第
1
6
号

）
 

 
 
1
0
 

旧
令

に
よ

る
教

育
免

許
状

を
有

す
る

者
の

免
許

状
交

付
の

出
願

 

・
施

行
法

第
１

条
第

３
項

 

・
施

行
法

施
行

規
則

附
則

第
４

項
 

１
 

教
育

職
員

免
許

状
交

付
願

（
別

記
様

式

第
1
6
号

）
 

 

 
２

 
旧

令
に

よ
る

教
育

免
許

状
と

そ
の

写
し

  
 

２
 

旧
令

に
よ

る
教

育
免

許
状

と
そ

の
写

し
  

 
３

 
出

願
し

よ
う

と
す

る
学

校
の

現
に

有
す

る
教

員
の

免
許

状
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る

者
に

限
る

。
）

 

 
 

３
 

出
願

し
よ

う
と

す
る

学
校

の
現

に
有

す

る
教

員
の

免
許

状
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る

者
に

限
る

。
）

 

 

 
 

４
 

履
歴

書
 

 
 

 
４

 
履

歴
書

 
 

 
 

５
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
５

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
 

６
 

学
業

成
績

証
明

書
又

は
教

科
に

関
す

る

証
明

書
（

必
要

あ
る

者
に

限
る

。
）

 

 
 

 
６

 
学

業
成

績
証

明
書

又
は

教
科

に
関

す
る

証
明

書
（

必
要

あ
る

者
に

限
る

。
）

 

 

 
 

７
 

助
教

諭
採

用
に

関
す

る
理

由
書

（
必

要

あ
る

者
に

限
る

。
）

 

 
 

 
７

 
助

教
諭

採
用

に
関

す
る

理
由

書
（

必
要

あ
る

者
に

限
る

。
）

 

 

 
1
1
 

旧
令

に
よ

る
学

校
卒

業
等

を
資

格
と

し
て

の
教

育
職

員
検

定
の

出
願

 

・
施

行
法

第
２

条
第

１
項

 

・
施

行
法

施
行

規
則

附
則

第
４

項
 

１
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 
 
1
1
 

旧
令

に
よ

る
学

校
卒

業
等

を
資

格
と

し
て

の
教

育
職

員
検

定
の

出
願

 

・
施

行
法

第
２

条
第

１
項

 

・
施

行
法

施
行

規
則

附
則

第
４

項
 

１
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 

 
２

 
学

校
又

は
教

育
機

関
の

卒
業

又
は

修
了

証
明

書
 

 
 

２
 

学
校

又
は

教
育

機
関

の
卒

業
又

は
修

了

証
明

書
 

 

 
３

 
学

業
成

績
証

明
書

 
 
 

３
 

学
業

成
績

証
明

書
 

 

 
４

 
履

歴
書

 
 
 

４
 

履
歴

書
 

 

 
 

５
 

実
務

に
関

す
る

証
明

書
 

６
 

人
物

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
５

 
実

務
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
６

 
人

物
に

関
す

る
証

明
書
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７
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
７

 
身

体
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
 

８
 

身
元

証
明

書
 

 
 

 
８

 
戸

籍
抄

本
 

 

 
 

９
 

教
科

に
関

す
る

証
明

書
 

 
 

 
９

 
教

科
に

関
す

る
証

明
書

 
 

 
 

1
0
 

有
す

る
こ

と
を

必
要

と
す

る
又

は
基

礎

と
な

る
免

許
状

又
は

免
許

証
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る
者

に
限

る
。

）
 

 
 

 
1
0
 

有
す

る
こ

と
を

必
要

と
す

る
又

は
基

礎

と
な

る
免

許
状

又
は

免
許

証
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る
者

に
限

る
。

）
 

 

 
 

1
1
 

出
願

し
よ

う
と

す
る

学
校

の
現

に
有

す

る
教

員
の

免
許

状
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る

者
に

限
る

。
）

 

 
 

 
1
1
 

出
願

し
よ

う
と

す
る

学
校

の
現

に
有

す

る
教

員
の

免
許

状
と

そ
の

写
し

（
必

要
あ

る

者
に

限
る

。
）

 

 

 
 

1
2
 

免
許

状
更

新
講

習
修

了
証

明
書

又
は

免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 
 

 
1
2
 

免
許

状
更

新
講

習
修

了
証

明
書

又
は

免

許
状

更
新

講
習

履
修

証
明

書
（

必
要

あ
る

者

に
限

る
。

）
 

 

２
 

県
内

に
お

い
て

、
現

に
学

校
に

勤
務

す
る

教
育

職
員

又
は

県
の

機
関

に
勤

務
す

る

職
員

が
当

該
学

校
又

は
機

関
の

長
を

経
由

し
て

前
項

の
出

願
を

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
出

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

県
内

に
お

い
て

、
現

に
学

校
に

勤
務

す
る

教
育

職
員

又
は

県
の

機
関

に
勤

務
す

る

職
員

が
当

該
学

校
又

は
機

関
の

長
を

経
由

し
て

前
項

の
出

願
を

す
る

場
合

は
、
次

の
書

類
を

提
出

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
１

)
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

(
１

)
 

身
体

に
関

す
る

証
明

書
 

(
２

)
 

身
元

証
明

書
（

現
に

教
育

職
員

免
許

状
を

有
し

、
そ

の
写

し
を

添
え

て
出

願
す

る
者

に
限

る
。

）
 

(
２

)
 

戸
籍

抄
本
（

現
に

教
育

職
員

免
許

状
を

有
し

、
そ

の
写

し
を

添
え

て
出

願
す

る

者
に

限
る

。
）

 

３
 

免
許

法
附

則
第

２
項

に
規

定
す

る
許

可
証

の
様

式
は

、
別

記
様

式
第

1
7
号

の
と

お

り
と

す
る

。
 

３
 

免
許

法
附

則
第

２
項

に
規

定
す

る
許

可
証

の
様

式
は

、
別

記
様

式
第

1
7
号

の
と

お

り
と

す
る

。
 

４
 

免
許

状
の

授
与

、
書

換
え

若
し

く
は

再
交

付
又

は
教

育
職

員
検

定
は

、
免

許
状

の

種
類

ご
と

に
願

い
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

免
許

状
の

授
与

、
書

換
え

若
し

く
は

再
交

付
又

は
教

育
職

員
検

定
は

、
免

許
状

の

種
類

ご
と

に
願

い
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

授
与

権
者

は
、

免
許

状
の

授
与

及
び

検
定

に
つ

い
て

、
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

本

人
の

出
頭

又
は

必
要

と
認

め
る

書
類

の
提

出
を

命
ず

る
こ

と
が

あ
る

。
 

５
 

授
与

権
者

は
、

免
許

状
の

授
与

及
び

検
定

に
つ

い
て

、
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

本

人
の

出
頭

又
は

必
要

と
認

め
る

書
類

の
提

出
を

命
ず

る
こ

と
が

あ
る

。
 

別
記

 
別

記
 

様
式

第
１

号
 

様
式

第
１

号
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教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 
 
山

形
県

教
育
委

員
会
 

殿
 

県
証

紙
は
り

付
け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

現
 

住
 

所
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
電
話

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男
・

女
）

 

 
 
私
は

、
教

育
職
員

免
許
法

第
５

条
第
１

項
第

３
号
か
ら

第
７
号

ま
で
に
規

定
す

る
者

に
該

当
し
な

い

こ
と
を
宣

誓
し

、
下
記
の

教
育

職
員

免
許
状

の
授

与
又
は
教

育
職
員

免
許
状
へ

の
新

教
育

領
域

の
追

加

を
関
係
書

類
を

添
え
て
出

願
し

ま
す
。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種
類

 

 
２

 
教

 
 

 
 
科

 

 
３

 
特

別
支

援
教
育

領
域
 

 
注

意
 

１
 

免
許
状

の
種
類

の
項

に
は
、

免
許

法
第
４
条

第
２
項

又
は
免
許

法
施

行
規

則
第
6
3
条

第
２

項
若

し
く
は
第

6
3
条

の
２
第

２
項
に
規

定
す
る
普

通
免

許
状

の
種
類

を
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
 
 
 

２
 

教
科
の

項
に
は

、
必

要
の
あ

る
者

の
み
、
授

与
を
出

願
す
る
免

許
状

に
係

る
教

科
（
教
科

の
領

域
の
一
部

に
係

る
事
項

を
含
む
。
）

を
記
入

す
る

こ
と
。

 

 
 
 
 

３
 

特
別
支

援
教
育

領
域

の
項
に

は
、

特
別
支
援

学
校
の

教
員
の
免

許
状

の
授

与
又

は
免
許
状

へ
の

新
教
育
領

域
の

追
加
を

出
願
し
よ

う
と
す
る

者
の

み
、

免
許
法

第
２

条
第

４
項

に
規

定

す
る

特
別
支
援

教
育

領
域
を

記
入
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
 

４
 

教
育
職

員
免
許

法
第

５
条
第

１
項

第
３
号
か

ら
第
７

号
ま
で
の

規
定

は
、

次
の

と
お
り
で

あ
る

。
 

 
 
 
 

 
教

育
職
員

免
許
法

第
５

条
第
１

項
抜

粋
 

 
 
 
 

 
 

(
３

)
 

成
年
被

後
見

人
又
は

被
保

佐
人
 

 
 
 
 

 
 

(
４

)
 

禁
こ 錮
以

上
の

刑
に
処
せ

ら
れ

た
者
 

 
 
 
 

 
 

(
５

)
 

第
1
0
条

第
１

項
第
２

号
又

は
第
３
号

に
該
当

す
る
こ
と

に
よ

り
免

許
状
が

そ
の

効

力
を
失
い

、
当

該
失
効

の
日
か

ら
３

年
を
経

過
し

な
い
者
 

 
 
 
 

 
 

(
６

)
 

第
1
1
条

第
１

項
か
ら

第
３

項
ま
で
の

規
定
に

よ
り
免
許

状
取

上
げ

の
処
分

を
受

け
、

当
該
処
分

の
日

か
ら
３

年
を
経

過
し

な
い

者
 

 
 
 
 

 
 

(
７

)
 

日
本
国

憲
法

施
行
の

日
以

後
に
お
い

て
、
日

本
国
憲
法

又
は

そ
の

下
に
成

立
し
た

政
府
を
暴

力
で

破
壊
す

る
こ
と

を
主

張
す
る

政
党

そ
の
他
の

団
体
を

結
成
し
、

又
は

こ

れ
に
加
入

し
た

者
 

 

教
育

職
員

免
許

状
授

与
願

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 
 
山

形
県

教
育
委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は
り
付

け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

現
 

住
 

所
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
電
話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男
・
女

）
 

 
 
私
は

、
教

育
職
員
免

許
法

第
５

条
第
１

項
第

３
号
か
ら

第
６
号

ま
で
に

規
定
す

る
者

に
該
当

し
な

い

こ
と
を
宣

誓
し

、
下
記

の
教
育

職
員

免
許
状

の
授

与
又
は
教

育
職
員

免
許
状
へ

の
新

教
育

領
域

の
追

加

を
関
係
書

類
を

添
え
て

出
願
し

ま
す
。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種
類
 

 
２

 
教

 
 

 
 
科
 

 
３

 
特

別
支

援
教
育
領

域
 

 
注

意
 

１
 

免
許
状
の

種
類

の
項

に
は
、

免
許

法
第
４
条

第
２
項

又
は
免

許
法
施

行
規

則
第
6
3
条

第
２

項
若

し
く
は
第

6
3
条

の
２
第
２

項
に
規

定
す
る
普

通
免

許
状

の
種
類

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 

２
 

教
科
の
項

に
は

、
必

要
の
あ

る
者

の
み
、
授

与
を
出

願
す
る

免
許
状

に
係

る
教
科

（
教
科

の
領

域
の
一
部

に
係

る
事
項
を

含
む
。
）

を
記

入
す
る

こ
と
。

 

 
 
 
 

３
 

特
別
支
援

教
育

領
域

の
項
に

は
、

特
別
支
援

学
校
の

教
員
の

免
許
状

の
授

与
又
は

免
許
状

へ
の

新
教
育
領

域
の

追
加
を
出

願
し
よ

う
と
す
る

者
の

み
、

免
許
法

第
２

条
第

４
項

に
規

定

す
る

特
別
支
援

教
育

領
域
を
記

入
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
 

４
 

教
育
職
員

免
許

法
第

５
条
第

１
項

第
３
号
か

ら
第
６

号
ま
で

の
規
定

は
、

次
の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 
 
 
 

 
教

育
職
員
免

許
法

第
５

条
第
１

項
抜

粋
 

 
 
 
 

 
 

 (
３

)
 
禁

錮
以

上
の
刑
に

処
せ

ら
れ

た
者
 

 
 
 
 

 
 

(
４

)
 
第

1
0
条

第
１

項
第
２

号
又

は
第
３
号

に
該
当

す
る
こ

と
に
よ

り
免

許
状
が

そ
の

効

力
を
失
い

、
当

該
失
効
の

日
か

ら
３

年
を
経

過
し

な
い
者
 

 
 
 
 

 
 

(
５

)
 
第

1
1
条

第
１

項
か
ら

第
３

項
ま
で
の

規
定
に

よ
り
免

許
状
取

上
げ

の
処
分

を
受

け
、

当
該
処
分

の
日

か
ら
３
年

を
経

過
し

な
い

者
 

 
 
 
 

 
 

(
６

)
 
日

本
国

憲
法

施
行
の

日
以

後
に
お
い

て
、
日

本
国
憲

法
又
は

そ
の

下
に
成

立
し
た

政
府
を
暴

力
で

破
壊
す
る

こ
と

を
主

張
す
る

政
党

そ
の
他
の

団
体
を

結
成
し

、
又
は

こ

れ
に
加
入

し
た

者
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様
式

第
５

号
 

様
式

第
５

号
 

教
育

職
員

検
定

願
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
山

形
県

教
育

委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は

り
付

け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現
 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男

・
女

）
 

 
 

私
は

、
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項
第

３
号

か
ら

第
７

号
ま
で

に
規

定
す

る
者

に
該
当

し
な

い

こ
と

を
宣

誓
し

、
教

育
職

員
検

定
に

よ
る

下
記

の
教
育

職
員

免
許

状
の

授
与
又

は
教

育
職

員
免

許
状
へ

の
新

教
育

領
域

の
追

加
を

関
係

書
類

に
添

え
て

出
願
し

ま
す

。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種

類
 

 
２

 
教

 
 

 
 

科
 

 
３

 
特

別
支

援
教

育
領

域
 

 
注

意
 

１
 

免
許

状
の

種
類

の
項

に
は

、
免
許

法
第

４
条

第
２

項
若
し

く
は

第
４

項
又

は
免
許

法
施

行

規
則

第
63

条
第

２
項

若
し

く
は

第
３

項
に
規

定
す

る
免

許
状

の
種

類
を

記
入

す
る
こ

と
。

 

 
 

 
 

２
 

教
科

の
項

に
は

、
必

要
の

あ
る
者

の
み

、
授

与
を

出
願
す

る
免

許
状

に
係

る
教
科

（
教

科

の
領

域
の

一
部

に
係

る
事

項
を

含
む

。
）
を

記
入

す
る

こ
と
。

 

 
 

 
 

３
 

特
別

支
援

教
育

領
域

の
項

に
は
、

特
別

支
援

学
校

の
教
員

の
免

許
状

の
授

与
又
は

免
許

状

へ
の

新
教

育
領

域
の

追
加

を
出

願
し

よ
う

と
す

る
者

の
み
、

免
許

法
第

２
条

第
４
項

に
規
定

す
る

特
別

支
援

教
育

領
域

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

４
 

教
育

職
員

免
許

法
第

５
条

第
１
項

第
３

号
か

ら
第

７
号
ま

で
の

規
定

は
、

次
の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項
抜

粋
 

 
 

 
 

 
 

(３
) 

成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

 

 
 

 
 

 
 

(４
) 

禁
こ 錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

 

 
 

 
 

 
 

(５
) 

第
1
0条

第
１

項
第

２
号
又

は
第

３
号

に
該

当
す
る

こ
と

に
よ

り
免

許
状
が

そ
の
効

力
を

失
い

、
当

該
失

効
の

日
か

ら
３
年

を
経

過
し

な
い

者
 

 
 

 
 

 
 

(６
) 

第
1
1条

第
１

項
か

ら
第
３

項
ま

で
の

規
定

に
よ
り

免
許

状
取

上
げ

の
処
分

を
受
け

、

当
該

処
分

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し
な

い
者
 

 
 

 
 

 
 

(７
) 

日
本

国
憲

法
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
、

日
本
国

憲
法

又
は

そ
の

下
に
成

立
し

た

政
府

を
暴

力
で

破
壊

す
る

こ
と

を
主
張

す
る

政
党

そ
の

他
の

団
体

を
結

成
し
、

又
は
こ

れ
に

加
入

し
た

者
 

 

教
育

職
員

検
定

願
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
山

形
県

教
育

委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は

り
付

け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現
 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男

・
女

）
 

 
 

私
は

、
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項
第

３
号

か
ら

第
６

号
ま
で

に
規

定
す

る
者

に
該
当

し
な

い

こ
と

を
宣

誓
し

、
教

育
職

員
検

定
に

よ
る

下
記

の
教
育

職
員

免
許

状
の

授
与
又

は
教

育
職

員
免

許
状
へ

の
新

教
育

領
域

の
追

加
を

関
係

書
類

に
添

え
て

出
願
し

ま
す

。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種

類
 

 
２

 
教

 
 

 
 

科
 

 
３

 
特

別
支

援
教

育
領

域
 

 
注

意
 

１
 

免
許

状
の

種
類

の
項

に
は

、
免
許

法
第

４
条

第
２

項
若
し

く
は

第
４

項
又

は
免
許

法
施

行

規
則

第
63

条
第

２
項

若
し

く
は

第
３

項
に
規

定
す

る
免

許
状

の
種

類
を

記
入

す
る
こ

と
。

 

 
 

 
 

２
 

教
科

の
項

に
は

、
必

要
の

あ
る
者

の
み

、
授

与
を

出
願
す

る
免

許
状

に
係

る
教
科

（
教

科

の
領

域
の

一
部

に
係

る
事

項
を

含
む

。
）
を

記
入

す
る

こ
と
。

 

 
 

 
 

３
 

特
別

支
援

教
育

領
域

の
項

に
は
、

特
別

支
援

学
校

の
教
員

の
免

許
状

の
授

与
又
は

免
許

状

へ
の

新
教

育
領

域
の

追
加

を
出

願
し

よ
う

と
す

る
者

の
み
、

免
許

法
第

２
条

第
４
項

に
規
定

す
る

特
別

支
援

教
育

領
域

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

４
 

教
育

職
員

免
許

法
第

５
条

第
１
項

第
３

号
か

ら
第

６
号
ま

で
の

規
定

は
、

次
の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項
抜

粋
 

 
 

 
 

 
  

(
３

) 
禁

錮
以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
た
者

 

 
 

 
 

 
 

(４
) 

第
1
0条

第
１

項
第

２
号
又

は
第

３
号

に
該

当
す
る

こ
と

に
よ

り
免

許
状
が

そ
の
効

力
を

失
い

、
当

該
失

効
の

日
か

ら
３
年

を
経

過
し

な
い

者
 

 
 

 
 

 
 

(５
) 

第
1
1条

第
１

項
か

ら
第
３

項
ま

で
の

規
定

に
よ
り

免
許

状
取

上
げ

の
処
分

を
受
け

、

当
該

処
分

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し
な

い
者
 

 
 

 
 

 
 

(６
) 

日
本

国
憲

法
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
、

日
本
国

憲
法

又
は

そ
の

下
に
成

立
し

た

政
府

を
暴

力
で

破
壊

す
る

こ
と

を
主
張

す
る

政
党

そ
の

他
の

団
体

を
結

成
し
、

又
は
こ

れ
に

加
入

し
た

者
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様
式

第
1
2
号

 
様

式
第

1
2
号

 

特
別

免
許

状
検

定
願

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
山

形
県

教
育

委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は

り
付

け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現
 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男

・
女

）
 

 
 

私
は

、
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項

第
３

号
か

ら
第

７
号

ま
で

に
規

定
す

る
者

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
宣

誓
し

、
教

育
職

員
検

定
に

よ
る

下
記

の
教

育
職

員
特

別
免

許
状

の
授

与
を

関
係

書
類

を
添

え

て
出

願
し

ま
す

。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種

類
 

 
２

 
教

科
又

は
事

項
 

 
注

意
 

１
 

免
許

状
の

種
類

の
項

に
は

、
免

許
法

第
４

条
第

３
項

に
規

定
す

る
特

別
免

許
状

の
種

類
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

２
 

教
科

の
項

に
は

、
必

要
の

あ
る

者
の

み
、

授
与

を
出

願
す

る
免

許
状

に
係

る
教

科
（

教
科

の
領

域
の

一
部

に
係

る
事

項
を

含
む

。）
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

３
 

教
育

職
員

免
許

法
第

５
条

第
１

項
第

３
号

か
ら

第
７

号
ま

で
の

規
定

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項

抜
粋

 

 
 

 
 

 
 

(３
) 

成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

 

 
 

 
 

 
 

(４
) 

禁
こ 錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

 

 
 

 
 

 
 

(５
) 

第
1
0条

第
１

項
第

２
号

に
該

当
す

る
こ

と
に

よ
り

免
許

状
が

そ
の

効
力

を
失

い
、

当
該

失
効

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し

な
い

者
 

 
 

 
 

 
 

(６
) 

第
1
1条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

免
許

状
取

上
げ

の
処

分
を

受
け

、
当

該
処

分
の

日
か

ら
３

年
を

経
過

し
な

い
者

 

 
 

 
 

 
 

(７
) 

日
本

国
憲

法
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
、

日
本

国
憲

法
又

は
そ

の
下

に
成

立
し

た

政
府

を
暴

力
で

破
壊

す
る

こ
と

を
主

張
す

る
政

党
そ

の
他

の
団

体
を

結
成

し
、

又
は

こ

れ
に

加
入

し
た

者
 

 

特
別

免
許

状
検

定
願

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
山

形
県

教
育

委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は

り
付

け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現
 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男

・
女

）
 

 
 

私
は

、
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項

第
３

号
か

ら
第

６
号

ま
で

に
規

定
す

る
者

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
宣

誓
し

、
教

育
職

員
検

定
に

よ
る

下
記

の
教

育
職

員
特

別
免

許
状

の
授

与
を

関
係

書
類

を
添

え

て
出

願
し

ま
す

。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種

類
 

 
２

 
教

科
又

は
事

項
 

 
注

意
 

１
 

免
許

状
の

種
類

の
項

に
は

、
免

許
法

第
４

条
第

３
項

に
規

定
す

る
特

別
免

許
状

の
種

類
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

２
 

教
科

の
項

に
は

、
必

要
の

あ
る

者
の

み
、

授
与

を
出

願
す

る
免

許
状

に
係

る
教

科
（

教
科

の
領

域
の

一
部

に
係

る
事

項
を

含
む

。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

３
 

教
育

職
員

免
許

法
第

５
条

第
１

項
第

３
号

か
ら

第
６

号
ま

で
の

規
定

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項

抜
粋

 

 
 

 
 

 
 

 (
３

) 
禁

錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

 

 
 

 
 

 
 

(４
) 

第
10

条
第

１
項

第
２

号
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
免

許
状

が
そ

の
効

力
を

失
い

、

当
該

失
効

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し

な
い

者
 

 
 

 
 

 
 

(５
) 

第
11

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
免

許
状

取
上

げ
の

処
分

を
受

け
、

当

該
処

分
の

日
か

ら
３

年
を

経
過

し
な

い
者

 

 
 

 
 

 
 

(６
) 

日
本

国
憲

法
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
、

日
本

国
憲

法
又

は
そ

の
下

に
成

立
し

た

政
府

を
暴

力
で

破
壊

す
る

こ
と

を
主

張
す

る
政

党
そ

の
他

の
団

体
を

結
成

し
、

又
は

こ

れ
に

加
入

し
た

者
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様
式

第
1
6
号

 
様

式
第

1
6
号

 

教
育

職
員

免
許

状
交

付
願

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 
 
山

形
県

教
育

委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は

り
付

け
欄
 

本
 

籍
 

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

現
 

住
 

所
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

ふ
 り

 が
 な

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 
 

 
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月
 

 
日
生

（
男

・
女

）
 

 
 
私
は

、
教

育
職

員
免

許
法
第

５
条

第
１

項
第

３
号

か
ら

第
７
号

ま
で
に

規
定
す

る
者

に
該
当

し
な
い

こ
と

を
宣

誓
し

、
教

育
職

員
免

許
法
施

行
法

第
１

条
第

３
項
の

規
定
に
よ
る
下

記
の

教
育

職
員

免
許
状

の
交

付
を

関
係

書
類

に
添

え
て

出
願
し

ま
す

。
 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種

類
 

 
２

 
教

 
 

 
 

科
 

 
注

意
 

１
 
免
許

状
の

種
類
の

項
に

は
、

免
許

法
第

４
条

第
２
項

又
は
第

４
項
に

規
定

す
る
免

許
状
の

種
類

を
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
 
 
 

２
 
教
科

の
項

に
は
、

必
要

の
あ

る
者

の
み

、
交

付
を
出

願
す
る

免
許
状

に
係

る
教
科

（
教
科

の
領

域
の

一
部

に
係

る
事

項
を

含
む
。
）
を

記
入

す
る

こ
と
。

 

 
 
 
 

３
 
教
育

職
員

免
許
法

第
５

条
第

１
項

第
３

号
か

ら
第
７

号
ま
で

の
規
定

は
、

次
の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 
 
 
 

 
教

育
職

員
免

許
法
第

５
条

第
１

項
抜

粋
 

 
 
 
 

 
 
(
３

)
 
成

年
被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人
 

 
 
 
 

 
 
(
４

)
 
禁

こ 錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者
 

 
 
 
 

 
 
(
５

)
 
第

1
0条

第
１

項
第
２

号
に

該
当

す
る

こ
と
に

よ
り
免

許
状
が

そ
の

効
力
を

失
い
、

当
該

失
効

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し
な

い
者
 

 
 
 
 

 
 
(
６

)
 
第

1
1条

第
１

項
又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ
り

免
許
状

取
上
げ

の
処

分
を
受

け
、
当

該
処

分
の

日
か

ら
３

年
を

経
過

し
な
い

者
 

 
 
 
 

 
 
(
７

)
 
日

本
国
憲

法
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
、
日

本
国
憲

法
又
は

そ
の

下
に
成

立
し
た

政
府

を
暴

力
で

破
壊

す
る

こ
と

を
主
張

す
る

政
党

そ
の

他
の
団

体
を
結
成
し
、

又
は
こ

れ
に

加
入

し
た

者
 

 

教
育

職
員

免
許

状
交

付
願

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
山

形
県

教
育

委
員

会
 

殿
 

県
証

紙
は

り
付

け
欄

 

本
 

籍
 

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現
 

住
 

所
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 が
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氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

年
 

 
月

 
 

日
生

（
男

・
女

）
 

 
 

私
は

、
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

１
項

第
３

号
か

ら
第

６
号

ま
で

に
規

定
す

る
者

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
宣

誓
し

、
教

育
職

員
免

許
法

施
行

法
第

１
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
下

記
の

教
育

職
員

免
許

状

の
交

付
を

関
係

書
類

に
添

え
て

出
願

し
ま

す
。

 

記
 

 
１

 
免

許
状

の
種

類
 

 
２

 
教

 
 

 
 

科
 

 
注

意
 

１
 

免
許

状
の

種
類

の
項

に
は

、
免

許
法

第
４

条
第

２
項

又
は

第
４

項
に

規
定

す
る

免
許

状
の

種
類

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

２
 

教
科

の
項

に
は

、
必

要
の

あ
る

者
の

み
、

交
付

を
出

願
す

る
免

許
状

に
係

る
教

科
（

教
科

の
領

域
の

一
部

に
係

る
事

項
を

含
む

。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

３
 

教
育

職
員

免
許

法
第

５
条

第
１

項
第

３
号

か
ら

第
６

号
ま

で
の

規
定

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
教

育
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員
免

許
法

第
５

条
第

１
項
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粋
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３

) 
禁

錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

 

 
 

 
 

 
 

(４
) 

第
10

条
第

１
項

第
２

号
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
免

許
状

が
そ

の
効

力
を

失
い

、

当
該

失
効

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し

な
い

者
 

 
 

 
 

 
 

(５
) 

第
11

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
免

許
状

取
上

げ
の

処
分

を
受

け
、

当

該
処

分
の

日
か

ら
３

年
を

経
過

し
な

い
者

 

 
 

 
 

 
 

(６
) 

日
本

国
憲

法
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
、

日
本

国
憲

法
又

は
そ

の
下

に
成

立
し

た

政
府

を
暴

力
で

破
壊

す
る

こ
と

を
主

張
す

る
政

党
そ

の
他

の
団

体
を

結
成

し
、

又
は

こ

れ
に

加
入

し
た

者
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教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則の概要 

 

 

１ 対象となる規則 

教育職員免許状に関する規則 
 

 

２ 改正の背景 

・ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律が令和元年６月 14 日に公布され、成年後見制度の利用の促進に関する法律

に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人（以下、「成年被後見人等」という。）

の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成

年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化が図られた。 

 

 

３ 規則改正の概要 

・ 教育職員免許法が一部改正され、成年被後見人等が免許状を授与されないとする規

定が削除された。 

・ このことに伴い、教育職員免許状に関する規則における様式の一部を改正する。 

・ あわせて、これまで成年被後見人等であることを確認するため、「身元証明書」の提

出を求めていたが、これらの確認が不要となるため、免許状の授与等の申請の際に提

出すべき書類を「戸籍抄本」に改める。 

 

 

４ 施行期日  

  令和元年 12 月 14 日 
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